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市政記者各位 令和４年 12 月２日 
福岡市経済観光文化局 

総務課 

燃料費・光熱費（事業用）の価格高騰分の一部支援について、 

申請締め切りが迫っています!（１２月３１日まで）

 

  「燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援金」について、申請締め切り（12 月 31 日まで）が
迫っておりますので、報道関係の皆様におかれましては、広報へのご協力をお願いいたします。  

１ 事業概要 
令和４年４月から９月までの事業用の燃料費・光熱費について、価格高騰の影響額が１０万

円以上の市内中小企業者等（個人事業主含む）を対象に、価格高騰の影響額の２分
の１、２０万円を上限に支援します。
※価格高騰の影響額は、あらかじめ設定した計算式に基づき算出します。

支援の対象となる燃料費・光熱費は、電気、ガソリン・軽油・重油・灯油、オートガス、LP ガス、
都市ガスです。

※高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、
児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所などについては、別途、市の支援
があるため、本事業の対象外です。

★支援金の紹介動画はこちらから

https://youtu.be/tnNUCaDjSe0

2 申請方法 
 令和４年１２月３１日（土）まで、オンラインまたは郵送にて受け付けます。申請要項や申請書は、
専用ホームページからダウンロードしてください。 
 （１）オンライン申請:専用ホームページにアクセスし、申請してください。 

※12 月 31 日（土）の 23 時 59 分までに申請を完了してください。

★専用ホームページはこちらから
https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/

☆スマホやパソコンで申請フォームに入力し、資料の写真を撮って添付するだけ!
☆最短 10 分で申請完了できます!

 （２）郵送申請:必要書類を下記宛に、郵送ください。（12 月 31 日消印有効） 
〒810-0072 福岡市中央区⾧浜 1-1-35 新 KBC ビル 4 階 

 福岡市燃料費等高騰支援事務局宛 

３ 専用コールセンター（福岡市燃料費等高騰支援事務局） 
ＴＥＬ:０９２－７１８－１４８１   
受付時間:9:00～17:00（土日祝日含む・年内休まず営業） 
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燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援金 



燃料費高騰で

事業継続が

厳しくなった

福岡市は支援制度を設けました

スマホやパソコンで申請フォームに入力し、
資料の写真を撮って添付するだけ
たったの10分で申請完了！

申請手順は裏面をご覧ください

福岡市燃料費等高騰支援事務局
ホームページ https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/
メールアドレス fukuoka-nenryoshien@jtb.com

電話番号 092-718-1481
受付時間 9：00～17：00（土日祝日含む・年内休まず営業）

まずはお問合せください

http://#
http://#


STEP.２

必要書類を添付しますSTEP.３

光熱費等の使用量・金額を入力します

申請は３ステップで完了！

・月別使用料算出欄

令和4年4月から9月の月別の光

熱費・燃料の使用量を入力してく

ださい。

・支援額計算

影響額が自動計算され、支援額

が算出されます。最終的な支援額

は審査後に郵送で通知されます。

入力する主な情報は
下記のとおりです

添付する主な書類は
下記のとおりです

・申請書 ※スマホ・パソコン申請の場合不要

・宣誓・同意書

・代表者の本人確認書類（写し）

・令和3年分確定申告書（写し）

・燃料費および光熱費の使用量がわかる書類（写し）

・車検証（写し）

・通帳等（写し）

・役員名簿

・本店が市内で事業所等が複数ある場合、

それを確認できる書類（写し）

・本店が市外で事業所等が市内にある場合、

それを確認できる書類（写し）

STEP.1 事業者の基本情報を入力します

・設立日

・法人名

・住所・代表者名

・代表者生年月日

・電話番号

・メールアドレス

・振込口座情報 等

入力する主な情報は
下記のとおりです
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